
・2023年の制度終了時点で18歳になっていない方については、非課税期間（５年）が経過

した投資信託等は「継続管理勘定」に移管（「ロールオーバー」といいます）されます。

・「継続管理勘定」では、18歳になる年の年末まで、投資信託等を非課税で保有し続ける

ことができます。

・「継続管理勘定」は投資信託等の売却はできますが、新規投資を行うことはできません。

投資信託等の分配金再投資は、ジュニアNISA口座内の特定口座（課税）で行われます。
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※2019年以降の投資分は、継続管理勘定にロールオーバーすることにより、18歳に
なる年の年末まで非課税で運用を継続することができます。

売却は可能
新規投資は不可

ジュニアNISA終了のご案内

ジュニアNISA口座をお持ちのお客様

ジュニアNISAの投資可能期間は、2023年で終了します。

2024年から新たな非課税枠は設定されず、新規投資は行えなくなります。ジュニアNISAで

定時定額購入をしている場合は、2023年12月末で終了となります。

2024年以降、ジュニアNISA口座で保有する投資信託等についてご案内いたします。

18歳になるまでは、非課税で保有し続けることができます

継続管理勘定へのロールオーバーは、お手続き不要です。

ジュニアNISAは、2023年12月末で終了いたします。



・2023年末時点で18歳以上の方は、「継続管理勘定」は設定されません。

・2024年から開始する新しいNISA口座へ移管することはできません。

・非課税期間（５年）が経過した投資信託等は、課税口座へ移管されます。

・2024年以降、払出制限が解除され、18歳未満のお客さまも非課税で払出しできます。

・18歳未満で払出しを行う場合は、ジュニアNISA口座が廃止されるため、一部のみを払い

出すことはできず、預りの全てを払い出す必要があります。

商号：株式会社三十三銀行

登録金融機関：東海財務局長（登金）第16号

ジュニアNISAに関するお問い合わせは、お取引店または下記まで

三十三銀行投資信託サポートデスク

0120-528-104（平日9時～17時）

ジュニアNISA口座開設者が18歳になった場合

課税口座への移管は、お手続き不要です。

翌年から成人用の新しいNISA口座が自動開設されます

ジュニアNISA口座開設者が18歳になった翌年から、お手続き不要で成人用の新しい

NISA口座が自動開設されます。

当行以外の金融機関で成人用のNISA口座の開設を希望する場合は、金融機関変更手続き

が必要です。お取引店へお問い合わせください。

18歳未満でも非課税での払出しが可能になります

本リーフレットは2023年10月時点の法令を基に作成しております。

ジュニアＮＩＳＡ口座廃止後は、定時定額購入が継続されません。

・ただし、2023年末時点で18歳以上の方は、2024年1月1日付で「新NISA」の成長投資枠

として購入が継続される場合がございます。


